
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町内会などで行うクリーン作戦や登下校の見守りなどの市民活動（ボランテ

ィア活動）を安心して行うために、保険制度を設けています。事前の登録申請

は不要で、保険料は市が負担します。ケガなど事故が起きた場合は、すぐに連

絡してください。 

※主に玉野市民で構成されているボランティア団体 

又は活動の拠点が玉野市内にある団体に限ります。 

活動補償 

市内の町内会や自治会・NPO やボランティア団体などが行う社会貢献活動に対して

財政的な支援を行います。 

・補助率：対象経費の９０％以内（上限３０万円） 

・補助金の申請回数：同一団体について１年度内１事業まで 

※同一団体につき、３回まで補助可能（リセットあり） 

補助金 

市内の町内会や自治会がコミュニティ活動を行う際に必要な放送設備の新設や改修に

対して財政的に支援します。 

・補助率：対象経費の３分の１以内（上限２０万円） 

・申請時期：４月～６月末まで 

※補助後１０年間は補助対象外 

補助金 

コミュニティ活動に必要な設備の整備①や、集会所の建設等②に要する補助を

行います。 ※自治総合センターが採択の上、補助を決定します。 

①一般コミュニティ助成事業 

補助率：対象経費の１００％（１００万円～２５０万円まで） 

 対象となるもの：集会所のエアコン、LED 照明、机、テント など 

②コミュニティセンター助成事業 

補助率：対象経費の６０％（上限２０００万円） 

 

 ・申請時期：８月下旬～９月末まで 

※事業実施は、翌年７月以降となります。 

補助金 
市内の町内会や自治会が行う地区集会所（市が所有するものを除く）の改修に対して

財政的に支援します。 

・補助率：対象経費の４０％以内（上限１００万円） 

・申請時期：４月～６月末まで 

※補助後５年間は補助対象外 

補助金 
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